
 
令 和５年 度事 業 計 画 について 

 

  公益社団法人鳥取県人権文化センターは、県・市町村、企業、市民団体等との連携のもと、真に人権が尊重

される社会づくりを推進するため、鳥取県人権施策基本方針に基づいて次の事業を行う。 

〈鳥取県人権施策基本方針 第４次改訂〉        〈令和５年度の事業体系と主な事業〉 

第 2 章 人権教育・啓発の推進 

⇒ 

（１）調査研究事業 

 人権教育    ②効果的な人権啓発手法等の研究開発 

 （２）研修事業 

  学校教育    ①啓発者養成講座 

     ②一般啓発研修への講師派遣 

  社会教育     【新】研修動画の制作・公開 

      ③【新】広く県民を対象とした研修の開催 

  （３）啓発・情報提供事業 

 人権啓発    ①機関紙配付 ②啓発パネル貸出  

③HP、メルマガ【新】｢ふらっと｣共有 HP 制作 

④点字・音声訳資料の作成 

  
県民に対する啓発 

（４）ネットワーク事業 

     ①関係団体との協働 ②啓発イベント協力  

  
企業への啓発 

 ③研修支援 

  （５）部落解放研究所継続事業 

  特定の職業に従事する者に

対する人権教育・啓発 

人権学習資料・人権学習教材の作成・配付 

  （７）受託事業：とっとり人権情報誌ふらっとの発行・配付 

     

第 4 章 相談支援体制の充実 
⇒ 

（６）人権相談事業 

 相談機能の充実    水土日、面談・電話・メール等で対応 

     

第 6 章 共通して取り組む重要施策 

⇒ 

（１）調査研究事業 

 ビジネスと人権    ①調査研究 

 （２）研修事業 

  
ハラスメント防止等の推進 

   ②一般啓発研修への講師派遣 

  （３）啓発・情報提供事業 

 デジタル社会における人権 （４）ネットワーク事業 

  教育・啓発の推進  ③研修支援 

  インターネット上での人権

侵害行為への対応 ⇒ 
（４）ネットワーク事業 

   ネットモニタリング・ネットワークとの協働 

 

第 7 章 分野別施策の推進 

⇒ 

（１）調査研究事業 （２）研修事業 

（３）啓発・情報提供事業 （４）ネットワーク事業 

（５）部落解放研究所継続事業 （７）受託事業 
  

教育・啓発の推進 

     

第 8 章 人権施策の推進体制 

⇒ 

 県立人権ひろば 21「ふらっと」の管理運営 

 鳥取県人権文化センター等との 

連携・協働 

  ①人権ライブラリーの管理・運営 

  ②交流スペースの管理・運営 

  



〈 令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 〉  

区  分 事  業  内  容 

１ 人権啓発事業 

（１）調査研究事業 

 （予算案 1,310 千円） 

   昨年度 1,621 千円 
 
 

 

①調査研究（608千円） 

複数の人権問題等を随時調査研究することにより、県内の啓発ニーズに 

即時に対応しながら、人権啓発事業全体の質と啓発効果を高める。 

  調査研究の方法 

   ・各人権問題の専門家や当事者･経験者、支援活動団体職員等との 

情報や意見の交換 

   ・活動現場等のフィールドワークや活動体験 

   ・図書やインターネット等による情報収集 

令和5年度の調査研究テーマ 

人権啓発者のバイアス    暮らしの中の「同調圧力」 

衣～アシタ、なに着る？   ビジネスと人権 

何が差別にあたるのか？(間接差別と関連差別) 

その他（過去行ったテーマについての追加研究） 

 調査研究の成果：特に以下の事業に反映させる。 

啓発教材の開発（人権学習資料、人権学習教材） 

啓発情報の提供（機関紙、メルマガ、HP等） 

県内各地の研修等への講師派遣 

②効果的な人権啓発手法等の研究開発（419 千円） 

  最新の啓発手法及び新たに表出した人権課題等を学ぶための各種研修に 

参加して技術の習得や情報収集を行い、各種事業に活かす。 

③効果的な事業展開・方向性等の協議（283 千円） 
  事業アドバイザー会議を開催し、人権啓発や関連分野についての県内外 

識者と意見・情報交換を行い、効果的な事業展開に活かす。 

（２）研修事業 

 （予算案 1,981 千円） 

   昨年度 1,177 千円 
 

①人権啓発者養成のための講座の開催（20千円） 

・啓発者のための人権勉強会（県内各地で開催） 

県内各地の求めに応じてセンター職員を派遣し、人権啓発者等を対象と 

して専門的知識や啓発技術の向上を目的とした勉強会を開催する。 

②一般啓発のための各種人権研修への講師派遣（1,656 千円） 

県内各地の人権研修等に当センターの専任研究員を講師として派遣し、

講演、ワークショップ、対話型（ふらっとカフェ）等の学習スタイルに

よる研修を提供する。 

・通常研修 

・３ステップ研修 

希望する一部の研修開催者に対し、研修成果についてフィードバックを 

行い以後のフォロー体制を協議することで、研修実施の効果を高める。 

・【新】研修等に利用できる動画を作成し、希望者に対して公開する。 

③【新】広く県民を対象とした研修の開催（305千円） 

・人権啓発講座 

  県民の関心が高い人権課題や先進的テーマを取り上げ、講演、トークラ

イブ、ワークショップ等を組み合わせた研修を行う（人権尊重社会を実

現する鳥取県研究集会において実施）。 



区  分 事  業  内  容 

（３）啓発・情報提供事業 

  (予算案 482 千円) 

   昨年度 898 千円 
 

①機関紙の配付（年２回）（292千円） 

「とっとり人権情報誌ふらっと」を増刷して会員等に配付し、当センタ 

ーの事業紹介や啓発情報の提供等を行う。 

②人権啓発パネルの展示・貸出（6千円） 

  令和元年度まで作成した既成パネルを県内各地に無償で貸し出す他、

「ふらっと」等で展示する。 

（米子市人権情報センターの御協力で米子市からも貸出） 

③インターネットを活用した各種情報の発信（154千円） 

  ・ホームページによる情報提供 

  ・メールマガジンによるタイムリーな情報の発信（月１回） 

④視覚障がいに対応した啓発資料の作成（30千円） 

令和４年度発行の人権学習資料について点字版･音声版を作成し、点字

図書館、鳥取・倉吉・米子３市図書館及びふらっと人権ライブラリーに

配架する。 

（４）ネットワーク事業 

 （予算案 35 千円） 

   昨年度 52 千円 

 

①人権啓発関連団体との協働（20千円） 

・「人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会」に参画する。 

   （本部役員等として集会運営に参加） 

・「人権啓発活動ネットワーク協議会」で啓発フェスティバル等に参加する。 

・「ネットモニタリング・ネットワーク」と協働してネットモニタリング

を行い、差別的書き込みの削除要請を行う。 

・その他、企業や市民団体等と人権啓発に関する連携を図る。 

②啓発関連イベントへの協力（15千円） 
  県内各地の他団体等が行う啓発イベント等に職員が参加したり、人権啓

発キャラクター｢ふらっチョー｣の着ぐるみを派遣・貸出しする。 

③県市町村、公民館、学校（PTA）、企業等が実施する人権研修の支援 
  県内各地で開催される人権研修等の企画支援（講師情報、研修内容や 

学習手法の助言等）を行う。 

（５）鳥取県部落解放研究所 
継続事業 

 （予算案 1,975 千円） 

   昨年度 1,975 千円 
 

①効果的な人権啓発手法等の研究開発（105千円） 
  人権啓発に係わる各種の全国集会・研究会等に参加し、全国の最新の啓

発状況とさまざまな人権課題等の現状について情報収集し、啓発に資す

る。 

②各種啓発資料等の作成・配布（1,870千円） 
・人権学習資料の作成・配付 

県内各地で広く活用できる啓発資料として、研修やイベント等において

配布できるリーフレットや役場や施設等に掲示できるポスター等を作成

し、配布する。 

・人権学習教材の作成・配布 

調査研究事業の成果が県内各地の啓発に活かされるよう、学校や職場、

地域の人権研修等で簡便に使用できる教材を作成し、配布する。 



区  分 事  業  内  容 

（６）人権相談事業 

 （予算案 1,812 千円） 

   昨年度 1,872 千円 

人権相談窓口の設置 

  ・毎週水･土･日曜日に人権相談員１名が面談、電話、メール等で対応。 

  ・複雑、高度な専門性を要する事案については、専門機関と連携して対応 

する。 

（７）受託事業 

 （予算案 2,187 千円） 

   昨年度 1,900 千円 

「とっとり人権情報誌ふらっと」の作成･発送（県総務部人権局より受託） 

 ・年２回発行 

 ・配布先：企業（約13,000社）、市町村、各種学校、県内関係機関 等 

２ 鳥取県立人権ひろば 21 
｢ふらっと｣の管理運営 

 （予算案 11,108 千円） 

   昨年度 11,108 千円 

指定管理者として、管理運営を受託（2019～2023年度） 

①人権ライブラリーの管理・運営（3,652千円） 

  ・遠隔地利用者の利便性を高めるため、市町村中央図書館（中央公民館図 

書室）へ搬送し、県内全域での貸出に対応。 

 ・来館や対面応対がなく、遠隔地からもライブラリーを利用しやすいよう

に往復無料宅配サービスを行う。 

②交流スペースの管理・運営（1,168千円） 

  ・ミニ人権学習会の開催（人権関連団体と協力して実施） 

 ・インターネット等による情報提供 

 ・啓発パネル等の展示 

 ・小イベントの開催 

③その他施設の管理運営（6,288千円） 

３ 鳥取県立人権ひろば 21 
  基金事業 

（予算案 3,520 千円） 
   昨年度   0 千円 

【新】県立人権ひろば21との共有ホームページの制作（3,520千円） 

 
  



 
 〈事務局組織〉                        (令和５年３月現在) 

  ・常務理事（兼事務局長）１名（常勤） 

  ・次長兼上席専任研究員  １名（常勤） 

 ・専任研究員      ３名（常勤）                             

  ・書 記                ２名（常勤） 

 ・人権相談員            ２名（非常勤｡水･土･日曜日のローテーション勤務） 

 ・ライブラリー相談員    ３名（非常勤｡年末年始・祝日以外のローテーション勤務） 

 ････････････････････････････････････････････････ 
         計            １２名（常勤７、非常勤５） 

 

  〈参考〉指定管理施設である｢鳥取県立人権ひろば 21｣(ふらっと)の職員組織 

  ・館 長                １名（常勤・人権文化センター事務局長が兼務） 

 ・次 長        １名（常勤・人権文化センター次長が兼務） 

  ・書 記                １名（常勤・人権文化センター書記（うち１名）が兼務） 

 ・ライブラリー相談員    ３名（非常勤） 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 
          計             ６名（常勤（兼務）３名、非常勤３名） 

 


